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はじめに 

 

 

 この度、「障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）」

（以下「法律」という。）が改正され、地方自治体は自ら率先して障害者を雇用

するとともに、障害者の雇用について事業主その他一般国民の理解を高めるよ

う努めなければならないと定められました。 

 

 

 また、国及び地方公共団体は厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障害者

である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」（以下

「障害者活躍推進計画」という。）を作成することとされました。 

 

 

障害者雇用を進める上では、障害者の活躍の推進が必要です。障害者の活躍と

は、障害者一人ひとりが、能力を有効に発揮できることであり、雇用・就業し又

は同一の職場に長期に定着するだけでなく、全ての障害者が、その障害特性や個

性に応じて能力を有効に発揮できることを目指すことが必要です。 

 

 

これらを踏まえて、更なる体制整備や各種取組を図り、本市における障害者で

ある職員の個性と能力をさらに引き出すことができるよう、この障害者活躍推

進計画を策定します。 
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１．障害者活躍推進計画について 

 

（１）計画の位置付け 

 この計画は、法律第７条の３第１項の規定に基づき、大東市、大東市教

育委員会、大東市上下水道局が実施する障害者の職業生活における活躍の

推進に関する今後の取組等に関してとりまとめたものです。 

なお、本計画については、任命権者ごとに作成することとなっています

が、厚生労働省が定めた「障害者活躍推進計画作成指針」に基づき、大東

市議会事務局、大東市選挙管理委員会事務局、大東市公平委員会事務局、

大東市監査委員事務局については、作成対象外となっています。 

 

（２）計画の対象となる職員 

 この計画の対象となる職員は、大東市長、大東市教育委員会、大東市上

下水道事業管理者が任命する職員とします。 

なお職員採用については、市長部局が一括で担っており、職員配置等の

人的関係が緊密であることから、大東市、大東市教育委員会、大東市上下

水道局の３機関については、法律第４２条第１項に基づき、３機関を一体

的な事業所として、平成３０年１０月に厚生労働大臣特例認定を受けてい

ます。 

 

（３）計画の期間 

 この計画の期間は、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５

年間とします。 

 

（４）周知・公表 

 この計画は、全ての職員に対して周知するとともに、本市ホームページ

に掲載するなど、適切な方法により公表します。 

 また、数値目標の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状況等について

も、毎年度公表します。  
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２．障害者雇用に関する状況と目標 

 

（１）本市における障害者雇用率 

 市長部局における障害者雇用率（表１）は、平成２７年度以降、平均 2.98％

で推移しています。教育委員会における障害者雇用率（表２）は、平成２７

年度以降、平均 3.44％にて推移しています。上下水道局における障害者雇用

率（表３）は、平成２７年度以降、平均 2.31％にて推移しています。なお、

大東市、大東市教育委員会、大東市上下水道局の３機関については、職員配

置等の人的関係が緊密であることから、法律第４２条第１項に基づく厚生労

働大臣特例認定を平成３０年１０月に受けています。このため令和元年度よ

り、法定雇用障害者数の算定は、３機関を同一機関として計上しており、令

和元年度の障害者雇用率は 2.98％となっています。 

 

（表１）市長部局における障害者雇用率の推移（過去５年） 
（単位）雇用率：％、職員数：人 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ01(※) 

実雇用率（※法定雇用率） 2.61 

(※2.30) 

3.11 

(※2.30) 

3.09 

(※2.30) 

3.09 

(※2.50) 

2.98 

(※2.50) 

障害者である職員数 14.0 17.0 17.0 17.0 21.0 

法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 537.0 547.5 550.5 550.0 704.5 

※各年度６月１日時点 

※障害者である職員数及び法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数は換算値 

※令和元年度から教育委員会、上下水道局を含む（厚生労働大臣特例認定） 

 

 

（表２）教育委員会における障害者雇用率の推移（過去５年） 
（単位）雇用率：％、職員数：人 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ01(※) 

実雇用率（※法定雇用率） 4.04 

(※2.30) 

2.80 

(※2.30) 

2.79 

(※2.30) 

4.57 

(※2.50) 

2.98 

(※2.50) 

障害者である職員数 4 3 3 5 21.0 

法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 99 107.0 107.5 109.5 704.5 

※各年度６月１日時点 

※障害者である職員数及び法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数は換算値 

※令和元年度から市長部局、上下水道局を含む（厚生労働大臣特例認定） 
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（表３）上下水道局における障害者雇用率の推移（過去５年） 
（単位）雇用率：％、職員数：人 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ01(※) 

実雇用率（※法定雇用率） 1.98 

(※2.30) 

2.22 

(※2.30) 

2.17 

(※2.30) 

2.22 

(※2.50) 

2.98 

(※2.50) 

障害者である職員数 1 1 1 1 21.0 

法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 50.5 45.0 46.0 45.0 704.5 

※各年度６月１日時点 

※障害者である職員数及び法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数は換算値 

※令和元年度から市長部局、教育委員会を含む（厚生労働大臣特例認定） 

※平成２７～３０年度については、法定雇用率は下回っていますが、法定雇用障害者数は達成してお

り、法定基準を満たしています。 

   

 

（２）障害者である職員の退職者数 

 本市（全ての機関）において、障害者である職員は、過去５年間で３名が

退職（定年退職を含む）しています。うち１名が採用後３年未満の退職とな

っています。 

 

（表４）障害者である職員の年度ごと退職者数（過去５年） 
（単位）人 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ01 

障害者である職員の退職者数 0 0 0 3 0 

（うち３年未満退職者数） (0) (0) (0) (1) (0) 

 

 

（３）目標 

 今後の障害者の採用に関しては、大東市、大東市教育委員会、大東市上下

水道局の３機関の合算により、各年度における法定雇用率以上の障害者の雇

用を達成しつつ、令和元年度実績（令和元年度 2.98％）程度を維持すること

を目指します。 

 また、障害者の定着に関しては、障害者である職員の職業生活における活

躍の推進に関する取組を推進していくことにより、不本意な離職者を生じさ

せないことを目指します。 

 上記の目標項目については、毎年度公表するとともに、取組の進捗状況を

把握・分析し、その結果を反映するよう努めていきます。  
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３．障害者である職員の職業生活における活躍の推進に 

関する取組の内容 

 

本内容については、障害者である職員の職業生活における活躍の推進のため、

各機関が自律的に取り組みます。 

 

（１）障害者の活躍を推進する体制整備 

（取組機関：市長部局、教育委員会、上下水道局） 

○障害者雇用の促進等を担当する「障害者雇用推進者」として総務部人事課

長を選任しています。 

○各障害者の職業生活に関する相談及び指導を行う「障害者職業生活相談

員」として総務部人事課長及び人事研修グループ長、学校教育部教育政策

室総務グループ課長、上下水道局総務課長を選任しています。 

     

 

（２）障害の状況に応じた職務の選定・創出 

  （取組機関：市長部局、教育委員会、上下水道局）   

○身体障害等により従来の業務遂行が困難となった障害者から相談があっ

た場合は、労働局に相談しつつ、負担なく遂行できる職務の選定及び創出

について検討します。 

〇現に勤務する障害者や今後採用する障害者の能力や希望も踏まえ、事業主

が合理的配慮を講ずるために障害者から提供を受けた内容等を活用すると

ともに、必要に応じて障害者本人や所属長の意見を聞き、障害の状況に対

応した職場配置等を行うなど、障害者が働きやすい職場環境づくりに努め

ます。 
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（３）障害者の活躍を推進するための環境整備 

   （取組機関：市長部局、教育委員会、上下水道局） 

○相談窓口への相談のほか、人事評価における面談の際、面談者は障害者で

ある職員に対しては、必要な配慮等の有無を把握することとし、その結果

を踏まえて検討を行い、継続的に必要な措置を講じます。 

○なお、措置を講じるに当たっては、障害者からの要望を踏まえつつも、職

場において過重な負担にならない範囲で適切に実施します。 

 

 

（４）障害者の活躍を推進するための人事管理 

（取組機関：市長部局） 

○募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行いません。 

 ・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。 

 ・受験資格に条件を設定する。 

（例）「自力で通勤できること」「介助者なしで業務遂行が可能なこと」

「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられ

ること」など 

 

 

（５）その他 

（取組機関：市長部局、教育委員会、上下水道局） 

○国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大

を推進します。
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